
みなさんの情報交換の場

  会員募集

13 平成30年２月１日号 12

でんごん広場

本庄市グラウンド・ゴルフ協会
場所　本庄市藤田グラウンド・ゴル
　フ場(宮戸169)
費用　年会費3,０００円
対象　市内及び近隣市町村在住者
※日時等、詳細は下記へ。
問合せ　金井☎０9０-1４55-2586

人気No.1を決める「つみっこ合戦」

清水章吾さんの本庄市広報観光大使就任式
を挙行

新年の始まりは元旦マラソンから
過去最高人数の９８６名が走る

はにぽんからのお礼
たくさんの年賀状ありがとうございました
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Hot Space　ほっとひと息、ホットな話題　　

　本庄市役所で１月６日、第１１回新春本庄名物つみっこ
合戦が開催され、今回は６団体がエントリーし、来場し
た約３,500人が工夫したつみっこに舌鼓をうちました。
投票の結果、３年連続で上里町商工会調理師会の「牛肉
入りつみっこ」がNo.1に選ばれました。
　オープニングイベントでは、武蔵青嵐太鼓、本庄南京
玉すだれ会による演技が、会場を盛り上げました。

　今回、つみっこ合戦の開会セレモニーで、俳優の清水
章吾さんの『本庄市広報観光大使及び文化・芸術アンバ
サダー就任式』が行われました。清水さんは「本庄市に
はたくさんの宝があります。地元の方たちの人懐っこさ
もこの地域の宝の一つ。広報観光大使としてもっと本庄
市を宣伝していきます」と、今後の活動への抱負を語っ
てくれました。

　１月１日、元旦マラソンを本庄総合公園で開催しまし
た。今回はスポーツアンバサダーの内田航平選手がゲス
トとして招かれ、スターターや、入賞者へのプレゼン
ターとして大会を盛り上げてくれました。
　晴れ渡る空のもと、市内外から集まった９８６名のラ
ンナーたちが総合公園内の３㎞のコースを走り、壮快な
新年の始まりを迎えました。

　今年も市内外のみなさんから、応援メッセージやはに
ぽんの素敵なイラストが描かれているものなど、総数
５１７通の年賀状をいただきました。はにぽん愛にあふ
れる数々の年賀状をありがとうございました。
　はにぽんも、「今年もみんなの声や願いをキャッチし
て、笑顔を届けられるように本庄市のＰＲを頑張るよぉ
～！」と、今年の意気込みを語っていました。

卜部 義典 氏
（前原）

元公立中学校長(埼玉県)元学校医

飯塚 榮 氏
（栄）

安心して暮らせる住まいを建てるために
建築主のみなさんへ

狭あい道路の拡幅整備を推進しています

　施工不良などが原因で生じる欠陥住宅に関するトラブルを未然に防止し、より安全で快適に暮らすため
に、建築主のみなさんは次のルールを知っておきましょう。

　狭あい道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、
地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。市では平成１８年に「本庄市道路後退用
地整備要綱」を制定し、市民のみなさんのご協力のもと、狭あい道路の拡幅整備を進めています。

▶工事監理者を定めましょう
　施工不良などが原因で生じる欠陥住宅に関する
トラブルを未然に防止するために、住宅の工事全
体について、建築士の資格を持つ専門家がきちん
とチェックをすることが重要となります。
　住まいづくりでは、建築士の資格を持つ「工事
監理者」を選任することが法律により定められて
います。工事監理者は、建築主の代理人として設
計図書どおりに工事が行われているかを確認する
重要な役割を担っていますので、建築主は必ず工
事監理者を定めてください。

▶狭あい道路沿道のみなさんへ　
　建物や塀の新築・建替え等の際は、次のどちらか
の道路後退部分の手続きを必ず行ってください。手
続きをしていただくと、市が道路後退部分の整備と
維持管理を行います。

①道路後退部分を分筆登記し、市に寄附する。
※分筆登記費用に対し、一定要件を満たすことで上限
１5万円の補助金を交付する制度があります。
　手続窓口　道路管理課（市役所２階）☎�１１３５
②道路後退部分を公共用道路として無償使用すること
　の承諾書を提出する。
※道路後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税と　
なります。
　手続窓口　建築開発課（市役所２階）☎�１１４０

狭あい道路とは・・・
幅員４m未満の道で、一般交通の用に供されているも
の。その中でも、建築基準法の基準時以前から建築物
が立ち並んでいる幅員４m未満の道で、特定行政庁が
指定したものを建築基準法第42条第２項道路と呼び、
建物等の新築・建替え等の際には道路の中心線から２
mの後退（セットバック）が必要となります。

▶すでに道路後退が済んでいるみなさんへ
　過去に道路後退した部分に塀等を再度設置したり、通行の障害となる物を置いたりすると、災害時の避
難経路の確保や消防・救急の活動に支障をきたすことになります。道路後退部分には通行の障害となる物
を置かないでください。狭あい道路の幅員を４mにすることは、災害に強く住みよいまちづくりのために大
変重要なルールです。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

▶完了検査を受けましょう
　工事が完了したときには、建築主は完了検査の申
請をすることが法律により定められています。この
検査は、建築確認申請に基づき正しく工事が完了
し、安全な建物であるかの確認を行う大事な検査で
すので、必ず検査を受けてください。検査員が建物
を検査し、建築基準法に適合していれば「検査済
証」を交付します。
★建築開発課☎�１１４０
　熊谷建築安全センター(熊谷県土整備事務所内）
　☎０４８–５３３–８７７６

狭あい道路のセットバックイメージ

既存の建物

セットバック部分

２ｍ

狭あい道路

２ｍ

すみ切により見通しが良くなります
敷地と道路の境界線

建て替えられた建物 建て替えられた建物

既存の建物
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1．多くの来場者で盛り上がる
会場　2．太鼓の音が会場に響
き渡る　3．子どもたちにもつ
みっこは好評　4．清水章吾さ
んとはにぽんの記念撮影 4
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